
事 務 連 絡  

令和２年８月 28 日  

 

 

各都道府県消防防災主管課 御中 

 

 

  消防庁国民保護・防災部地域防災室    

    

 

郵便法施行規則の一部を改正する省令について（情報提供） 

 

平素より、消防防災行政の推進に格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、郵便認証司が消防団員の職と兼業をしようとする場合に必要となる総務大臣

の承認について、申請の手続きの一部を簡素化するため、郵便法施行規則の一部を改

正する省令（令和２年総務省令第 80 号）が本日公布されましたので、情報提供しま

す。 

 各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部

事務組合を含む。）に対して、消防団員の任命権者である消防団長等への周知も含め

て情報提供いただきますようお願いします。 

 

 

（資料） 

 

・郵便法施行規則の一部を改正する省令の概要 

・郵便法施行規則の一部を改正する省令（令和２年総務省令第 80 号） 

 

 

 

 
【連絡先】 

消防庁国民保護・防災部地域防災室 

      加藤課長補佐、川﨑事務官 

電 話：03-5253-7561 

メール：syobodan@ml.soumu.go.jp 



郵便法施行規則の一部を改正する省令の概要 

 

１ 改正の背景 

郵便認証司が兼業をしようとする場合に必要となる総務大臣の承

認について、申請の手続きの一部を簡素化するため、郵便法施行規則

（平成 15年総務省令第５号）の一部を改正するものである。 

 

２ 改正の概要 

(1) 下記(2)の会社の報告書に記載されている郵便認証司について

は、当該郵便認証司が日本郵便株式会社に対して、非常勤の消防団

員の職に就く旨の意思表示をした日に、総務大臣による兼業の承

認を受けたものとみなすこととする。（郵便法施行規則第 18 条の

３第２項） 

(2) 日本郵便株式会社は、毎月末の非常勤の消防団員の職に就いて

いる郵便認証司の状況について、報告書を作成し、翌月の 10日ま

でに総務大臣に提出することとする。（郵便法施行規則第 18 条の

３第３項） 

 

３ 施行期日 

公布の日から施行する。 



○
総
務
省
令
第
八
十
号 

郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
七
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
郵
便
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
務
大
臣 

高
市 

早
苗 

 
 

 
 

 

郵
便
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

郵
便
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
（
二
重
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し

た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 

- 1- 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 
 
 

正 
 
 

 
 

後 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 
 
 

正 
 
 

 
 

前 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

（
兼
業
） 

第
十
八
条
の
三 

国
家
機
関
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定

す
る
行
政
執
行
法
人
、
地
方
公
共
団
体
の
機
関
若
し
く
は
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十

八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
に
就
き
、
営
利
を
目
的
と
す
る
団
体
の
役

員
と
な
り
、
又
は
自
ら
営
利
事
業
に
従
事
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も

適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
ほ
か
は
、
法
第
六
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
こ
れ
を
承
認

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

［
一
～
三 

略
］ 

 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
社
が
次
項
の
兼
業
状
況
報
告
書
を
提
出
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
報
告

書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
郵
便
認
証
司
に
つ
い
て
は
、
当
該
郵
便
認
証
司
が
会
社
に
非
常
勤
の
消
防
団
員
の
職
に

就
く
旨
の
意
思
を
表
示
し
た
日
に
法
第
六
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
も
の
と
み

な
す
。 

３ 

会
社
は
、
毎
月
末
現
在
に
お
け
る
非
常
勤
の
消
防
団
員
の
職
に
就
い
て
い
る
郵
便
認
証
司
の
状
況
に
つ
い
て

、
別
記
様
式
第
三
の
二
に
よ
る
報
告
書
を
作
成
し
、
当
該
報
告
に
係
る
月
の
翌
月
の
十
日
ま
で
に
総
務
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
兼
業
） 

第
十
八
条
の
三 

［
同
上
］ 

     

［
一
～
三 

同
上
］ 

［
新
設
］ 

  

 

［
新
設
］ 

 

別
記

様
式

第
三

の
二

（
第

十
八

条
の

三
関

係
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

郵
便

認
証

司
兼

業
報

告
書

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
現

在
 

郵
便

認
証

司
番
号
 

 
ふ

り
が

な
 

 
 

氏
 

名
 

 
 

所
属

す
る

消
防

団
名

 
 
会

社
に

消
防

団
員

の
職

に
就

く
旨

の
意

思
を

表
示

し
た

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

［
新

設
］
 

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

施
行
日
前
に
非
常
勤
の
消
防
団
員
の
職
に
就
い
た
郵
便
認
証
司
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 
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